
土壌汚染対策法
（平成１４．５．２９）最近改正 平成２９．６．２ 法４５号

１．目的（法第１条）
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係

る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保護することを目的とし

ている。

２．特定有害物質（法第２条）
この法律に規定されている特定有害物質とは、次の物質であって、これらが土壌に含まれることに起因して人の

健康に被害を生ずるおそれのあるもの（放射性物質を除く。）をいう。

① 鉛

② 砒素

③ トリクロロエチレン

④ その他、政令で定められるもの

３．土壌汚染状況の調査と報告
（１）使用廃止された工場等の敷地の調査（法第３条）

使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場や事業場の敷地であった、土地の所有者等でその施設を設置して

いたもの又は都道府県から通知を受けたものは、特定の有害物質の汚染状況を指定調査機関に調査させて、その結

果を知事に報告しなければならないことになっている。

（注）１．有害物質使用特定施設……水質汚濁防止法の特定施設で特定有害物質を製造、使用又は処理する施設

２．土地の所有者等……………土地の所有者、管理者又は占有者

３．指定調査機関………………この法律第２９条により環境大臣の指定を受けた土壌汚染状況調査を行う者

（指定されると公示される。）

（２）土地の形質の変更（法第４条）

土地の形質変更の届出

１）一定規模（３，０００m２）以上の土地の掘削その他の形質の変更については、その着手の３０日前までに一定事

項を知事に届けなければならない（現に有害物質使用特定施設が設置されている、又は、設置されていた工

場・事業場の敷地では９００m２以上）。

２）知事は、届出を受けた土地が特定有害物質による汚染があると認めるときは、土地所有者等に対して指定

調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができる。

（３）その他の調査と報告（法第５条）

前記（１）及び（２）以外にも、知事は土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地について、土地所有

者等に対して、指定調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができることになっている。

４．要措置区域の指定（法第６条）
（１）要措置区域の指定

知事は、汚染除去等の措置を講ずることが必要な区域を「要措置区域」として指定し、公示する。

（２）区域指定の要件

① 特定有害物質による汚染状態が環境省令の基準に不適合

② 特定有害物質の汚染により、政令の基準による健康被害が生じる（おそれがある）こと
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５．土壌汚染による健康被害防止について
（１）汚染の除去等の措置（法第７条）

都道府県知事は、要措置区域内の汚染土地について、土地所有者等（汚染者）に対して、汚染の除去等の措置を

指示することができる。

（２）汚染除去等費用の請求（法第８条）

前記（１）の命令を受けた土地所有者等は、汚染した者が別にいるときは、その者に対して汚染除去等に要した

費用を請求することができる。

（３）土地の形質の変更の禁止（法第９条）

要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次の行為を除く。

① 知事からの指示措置等

② 通常の管理、軽易な行為

③ 非常災害の応急措置

６．形質変更時要届出区域
（１）区域の指定（法第１１条）

知事は、前記４の（２）の①に該当し、②に該当しない土地の区域を「形質変更時要届出区域（以下、「届出区

域」という。）」として指定することができる。

（２）届出の手続（法第１２条）

① 届出区域内において、土地の形質を変更しようとする者は、その変更の着手日の１４日前までに、環境省令が

定めるところにより、知事に届け出なければならない。

② 指定区域が指定されたとき、既に土地の形質の変更に着手している者は、指定日から１４日以内に届け出なけ

ればならない。

③ 非常災害による応急措置としての土地の形質の変更は、変更した日から１４日以内に届け出なければならな

い。

④ 知事は、届出を受理した日から１４日以内に届出をした者に対して、土地の形質変更方法について、計画を変

更することを命ずることができる。

７．台帳（法第１５条）
知事は、次の台帳を調査し、保管しなければならない。

① 要措置区域

② 形質変更時要届出区域
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